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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　医用画像診断装置によって撮像された第１の医用画像を記憶する第１のシンクライアン
トサーバと、
　前記第１の医用画像と異なる第２の医用画像を記憶する第２のシンクライアントサーバ
と、
　前記第１のシンクライアントサーバでの操作情報を設定する設定部と、
　該設定された操作情報を記憶する操作情報記憶部と、
　該記憶された操作情報を解析する操作情報解析部と、
　該解析された操作情報に基づき前記第２のシンクライアントサーバを前記第１のシンク
ライアントサーバの操作に連動させて操作するための連動操作情報を生成する連動操作情
報生成部と、
　該連動させて操作した前記第２のシンクライアントサーバに記憶されている前記第２の
医用画像を表示する画像表示部と、を備えたことを特徴とする医用画像表示システム。
【請求項２】
　前記操作情報記憶部が第１のアプリケーションサーバに、
　前記連動操作情報生成部が第２のアプリケーションサーバに、
　前記操作情報解析部は前記第１のアプリケーションサーバと前記第２のアプリケーショ
ンサーバを接続する中間サーバに、
　それぞれ具備されることを特徴とする請求項１記載の医用画像表示システム。
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【請求項３】
　前記操作情報記憶部、前記操作情報解析部及び前記連動操作情報生成部はクライアント
端末に含まれることを特徴とする請求項１記載の医用画像表示システム。
【請求項４】
　前記操作情報には、読影方法が含まれることを特徴とする請求項１乃至３の何れか一項
に記載の医用画像表示システム。
【請求項５】
　前記読影方法にはマンモ読影が含まれ、
　前記操作情報解析部が前記操作情報の中からマンモ読影を認識すると、
　前記連動操作情報生成部は前記連動操作情報に左右を対称に表示させる処理を含ませる
ことを特徴とする請求項4に記載の医用画像表示システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、複数のシンクライアントサーバを有する医用画像表示システムにおいて、複
数のシンクライアントサーバの画面操作の連動に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献1には、従来の複数のシンクライアントサーバを有する医用画像表示システム
であって、緊急時であっても他のシンクライアントサーバのデータを表示することを開示
している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開2012-100691号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　特許文献1の開示では、緊急時に一のシンクライアントサーバと異なる他のシンクライ
アントサーバがそれぞれ独立して動作するのでなければ達成できないため、複数のシンク
ライアントサーバがそれぞれ独立して動作する開示に止まっているということができる。
【０００５】
　このため、複数のシンクライアントサーバのうち一のシンクライアントサーバと他のシ
ンクライアントサーバを連動させることは、依然として未解決の課題であった。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記の課題を解決するために、本発明の医用画像表示システムは、医用画像診断装置に
よって撮像された第1の医用画像を記憶する第1のシンクライアントサーバと、前記第1の
医用画像と異なる第2の医用画像を記憶する第2のシンクライアントサーバと、前記第1の
シンクライアントサーバでの操作情報を設定する設定部と、該設定された操作情報を記憶
する操作情報記憶部と、該記憶された操作情報を解析する操作情報解析部と、該解析され
た操作情報に基づき前記第2のシンクライアントサーバを前記第1のシンクライアントサー
バの操作に連動させて操作するための連動操作情報を生成する連動操作情報生成部と、該
連動させて操作した前記第2のシンクライアントサーバに記憶されている前記第2の医用画
像を表示する画像表示部と、を備える。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明によれば、複数のシンクライアントサーバを連動して動作させることが可能な医
用画像表示システムを提供できる。
【図面の簡単な説明】
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【０００８】
【図１】本発明の医用画像表示システムの構成例を示すブロック図。
【図２】図1のクライアント端末31の画像表示の例を示す図。
【図３】図1の医用画像表示システムの実施例1、2の動作例を示すフローチャート。
【図４】実施例1のステップS2を説明する状態遷移図。
【図５】実施例1のステップS3を説明する状態遷移図。
【図６】実施例1のステップS4を説明する状態遷移図。
【図７】実施例1のステップS5を説明する状態遷移図。
【図８】実施例1のステップS6説明する状態遷移図。
【図９】実施例2のステップS2を説明する状態遷移図。
【図１０】実施例2のステップS3を説明する状態遷移図。
【図１１】実施例2のステップS4を説明する状態遷移図。
【図１２】実施例2のステップS5を説明する状態遷移図。
【図１３】実施例2のステップS6を説明する状態遷移図。
【図１４】図1の医用画像表示システムの実施例3の動作例を示すフローチャート。
【図１５】実施例3のステップS1を説明する状態遷移図。
【図１６】実施例3のステップS1のその他の例を説明する図。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　本願発明を実施するための形態について図面を用いて説明する。
【実施例１】
【００１０】
　実施例1では、複数のシンクライアントサーバの操作記憶機能を担うアプリケーション
サーバがそれぞれのシンクライアントサーバに設けられ、アプリケーションサーバ間の連
動操作情報の解析を中間サーバで行う構成である例を説明する。
【００１１】
　図1は本発明の医用画像表示システムの構成例を示すブロック図である。
【００１２】
　医用画像表示システムは、医用画像診断装置によって撮像された第1の医用画像を記憶
する第1のシンクライアントサーバ12と、前記第1の医用画像と異なる第2の医用画像を記
憶する第2のシンクライアントサーバ22と、前記第1のシンクライアントサーバ12での操作
情報を設定する設定部(クライアント端末31)と、該設定された操作情報を記憶する操作情
報記憶部(第1のアプリケーションサーバ11)と、該記憶された操作情報に基づき前記第2の
シンクライアントサーバ22での操作情報を解析する操作情報解析部(中間サーバ41)と、該
解析された操作情報に基づき前記第2のシンクライアントサーバ22の操作を前記第1のシン
クライアントサーバ12の操作に連動させて操作するための連動操作情報を生成する連動操
作情報生成部(第2のアプリケーションサーバ21)と、該連動させて操作した前記第2の医用
画像を表示する画像表示部(クライアント端末31)と、を備える。
【００１３】
　図2は図1のクライアント端末31の画像表示の例を示す図である。
【００１４】
　クライアント端末31の画面には、第1のシンクライアントサーバ12の画面をウィンドウ3
11に、第2のシンクライアントサーバ22の画面をウィンドウ312に表示する。ウィンドウ31
1とウィンドウ312には、比較読影を想定して同種でかつ、同じ部位を撮像した画像、ここ
では胸部X線画像を例に挙げている。
【００１５】
　次に、医用画像表示システムの動作について図3乃至図8を用いて説明する。
【００１６】
　図3は図1の医用画像表示システムの実施例1、2の動作例を示すフローチャート、図4乃
至8は実施例1のステップS2乃至S6を説明する状態遷移図である。
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【００１７】
　医用画像表示システムの操作者は、図2に示すように、連動モード311a又は非連動モー
ド311bの何れかを、画面上に表示したソフトスイッチに対してマウスなどのポインティン
グデバイスを用いて設定する(ステップS1：連動モード設定)。ここでは、連動モード311a
が設定されたとして処理を進める。仮に非連動モード311bが設定されたのであれば、画像
拡大処理等の画像処理は一つのシンクライアントサーバでのみ行われる通常動作であるた
め、ここではその説明を省略する。
【００１８】
　操作者は、図4に示すように、ポインティングデバイスを用いて画像処理メニュー311m
の中から画像拡大処理311m1を選択し、さらに例えば第1のシンクライアントサーバ12の画
面の拡大したい領域、ここではポインティングデバイスを用いて画面の左肺の上部の領域
311sを設定する(ステップS2：操作入力)。
【００１９】
　第1のアプリケーションサーバ11の画面操作情報記憶エリア111には、図5に示されるよ
うに、第1のシンクライアントサーバ12に対する画面操作情報1111、すなわち連動モード
の設定、画像拡大処理の選択、画面の拡大したい領域が動画記憶される(ステップS3：操
作情報記憶)。
【００２０】
　中間サーバ41の画面操作解析部411は、図6に示すように、第1のアプリケーションサー
バ11の画面操作情報記憶エリア111の画面操作情報について動画情報を静止画としてコマ
送りし、コマ送りされた静止画像について画像認識処理を用いて画面操作情報から連動モ
ードの設定、画像拡大処理の選択、画面の拡大したい領域の選択を認識し、認識された連
動モード、画像拡大処理、画面上の拡大領域を第2のアプリケーションサーバ21に出力す
る(ステップS4：操作情報解析)。
【００２１】
　第2のアプリケーションサーバ21の画面操作連動記憶エリア211には、図7に示されるよ
うに、第2のシンクライアントサーバ22に対する画面連動操作情報2111、すなわち画像拡
大処理の選択、画面の拡大したい領域が第1のシンクライアントサーバ11に連動する連動
操作情報が生成され記憶される(ステップS5：連動操作情報生成)。
【００２２】
　第2のシンクライアントサーバ22は、図8に示すように、ステップS5で記憶された連動操
作情報、すなわち画像拡大処理の選択、画面の拡大したい領域を受けて、図7で表示して
いた表示領域312の画像の左肺の上部の領域を画像拡大処理し、図8のように拡大画像に更
新して表示領域312に表示する(ステップS6：画像表示)。
【００２３】
　以上説明した実施例1によれば、医用画像診断装置によって撮像された医用画像を記憶
する第1のシンクライアントサーバ12と、前記第1の医用画像と異なる第2の医用画像を記
憶する第2のシンクライアントサーバ22と、前記第1のシンクライアントサーバ12での操作
情報を設定するクライアント端末31と、該設定された操作情報を記憶する第1のアプリケ
ーションサーバ11と、該記憶された操作情報に基づき前記第2のシンクライアントサーバ2
2での操作情報を解析する中間サーバ41と、該解析された操作情報に基づき前記第2のシン
クライアントサーバ22の操作を前記第1のシンクライアントサーバ12の操作に連動させて
操作するための連動操作情報を生成する第2のアプリケーションサーバ21と、該連動させ
て操作した前記第2の医用画像を表示するクライアント端末31と、を備えるため、複数の
シンクライアントサーバを連動して動作させることが可能な医用画像表示システムを提供
できる。
【００２４】
　また、実施例1の特有の効果は、中間サーバ41が第1のアプリケーションサーバ11の操作
を解析し、第2のアプリケーションサーバ22に連動させるため、各サーバ間の役割分担が
明確であり、各サーバ間の分散処理システムを構築しやすい効果がある。
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【実施例２】
【００２５】
　実施例2では、クライアント端末が複数のシンクライアントサーバの操作記憶機能を担
う記憶エリアと連動操作情報解析部を備えている例を説明する。
【００２６】
　図9は本発明の医用画像表示システムの構成例を示すブロック図である。
【００２７】
　医用画像表示システムは、医用画像診断装置によって撮像された医用画像を記憶する第
1のシンクライアントサーバ12と、前記第1の医用画像と異なる第2の医用画像を記憶する
第2のシンクライアントサーバ22と、前記第1のシンクライアントサーバ12での操作情報を
設定する設定部(クライアント端末31)と、該設定された操作情報を記憶する操作情報記憶
部(クライアント端末31)と、該記憶された操作情報に基づき前記第2のシンクライアント
サーバ22での操作情報を解析する操作情報解析部(クライアント端末31)と、該解析された
操作情報に基づき前記第2のシンクライアントサーバ22の操作を前記第1のシンクライアン
トサーバ12の操作に連動させて操作するための連動操作情報を生成する連動操作情報生成
部(クライアント端末31)と、該連動させて操作した前記第2の医用画像を表示する画像表
示部(クライアント端末31)と、を備える。
【００２８】
　実施例1のクライアント端末31の画像表示の例は実施例2でも同様とする。
【００２９】
　次に、医用画像表示システムの動作について図3、図9乃至図13を用いて説明する。
【００３０】
　図9乃至図13は実施例2のステップS2乃至S6を説明する状態遷移図である。
【００３１】
　操作者は、実施例1と同様に、連動モード311a又は非連動モード311bの何れかを設定す
る(ステップS1：連動モード設定)。
【００３２】
　操作者は、図9に示すように、ポインティングデバイスを用いて画像処理メニュー311m
の中から画像拡大処理311m1を選択し、さらに例えば第1のシンクライアントサーバ12の画
面の拡大したい領域、ここでは画面の左肺の上部の領域311sをポインティングデバイスを
用いて設定する(ステップS2：操作入力)。
【００３３】
　クライアント端末31の画面操作情報記憶エリア111には、図10に示されるように、第1の
シンクライアントサーバ11に対する画面操作情報1111、すなわち連動モードの設定、画像
拡大処理の選択、画面の拡大したい領域が動画記憶される(ステップS3：操作情報記憶)。
【００３４】
　クライアント端末31の画面操作解析部411は、図11に示すように、第1のアプリケーショ
ンサーバ11の画面操作情報記憶エリア111の画面操作情報について動画情報を静止画とし
てコマ送りし、コマ送りされた静止画像について画像認識処理を用いて画面操作情報から
連動モードの設定、画像拡大処理の選択、画面の拡大したい領域の選択を認識し、認識さ
れた連動モード、画像拡大処理、画面上の拡大領域を第2のアプリケーションサーバ21に
出力する(ステップS4：操作情報解析)。
【００３５】
　クライアント端末31の画面操作連動記憶エリア211には、図12に示されるように、第2の
シンクライアントサーバ22に対する画面連動操作情報2111、すなわち画像拡大処理の選択
、画面の拡大したい領域が第1のシンクライアントサーバ11に連動する連動操作情報が生
成され記憶される(ステップS5：連動操作情報生成)。
【００３６】
　第2のシンクライアントサーバ22は、図13に示すように、ステップS5で記憶された連動
操作情報、すなわち画像拡大処理の選択、画面の拡大したい領域を受けて、図12で表示し
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ていた表示領域312の画像の左肺の上部の領域を画像拡大処理し、図13のように拡大画像
に更新して表示領域312に表示する(ステップS6：画像表示)。
【００３７】
　以上説明した実施例2によれば、医用画像診断装置によって撮像された医用画像を記憶
する第1のシンクライアントサーバ12と、前記第1の医用画像と異なる第2の医用画像を記
憶する第2のシンクライアントサーバ22と、前記第1のシンクライアントサーバ12での操作
情報を設定し、該設定された操作情報を記憶し、該記憶された操作情報に基づき前記第2
のシンクライアントサーバ22での操作情報を解析し、該解析された操作情報に基づき前記
第2のシンクライアントサーバ22の操作を前記第1のシンクライアントサーバ12の操作に連
動させて操作するための連動操作情報を生成し、該連動させて操作した前記第2の医用画
像を表示するクライアント端末31と、を備えるため、複数のシンクライアントサーバを連
動して動作させることが可能な医用画像表示システムを提供できる。
【００３８】
　また、実施例2の特有の効果は、実施例1におけるアプリケーションサーバや中間サーバ
の機能をクライアント端末が担うので、中間サーバが不要となることの他に、アプリケー
ションサーバや中間サーバに例えば3次元画像処理などを分担させることが可能となる効
果がある。
【実施例３】
【００３９】
　実施例1、2では比較読影の例で説明したが、読影方法は用途に応じてさまざまにマンモ
読影、別モダリティ読影などが存在する。そこで、実施例3では読影方法に応じて連動処
理を切り替える例を説明する。
【００４０】
　実施例3のクライアント端末31の画像表示の例は実施例2でも同様とする。
【００４１】
　次に、医用画像表示システムの動作について図14、図15を用いて説明する。
【００４２】
　図14は図1の医用画像表示システムの実施例3の動作例を示すフローチャート、図15は実
施例3のステップS11を説明する状態遷移図である。
【００４３】
　操作者は、実施例1のステップS1に加えて、比較読影311c又はマンモ読影311dの何れか
を設定する(ステップS11：読影・連動モード設定)。
【００４４】
　以降ステップS2：操作入力乃至ステップS6：画像表示までは、実施例1又は2と同じ処理
をする。
【００４５】
　図16は、実施例3のステップS11のその他の例を説明する図で、読影方法を縦軸に、画像
処理を横軸にまとめた表を示す。
【００４６】
　比較読影の欄の画像処理前と画像拡大処理の関係は、実施例1、2で説明したとおりであ
る。同じ欄の画像処理前と白黒反転処理の関係は、実施例1、2の画像拡大処理を白黒反転
処理に読み替えて連動処理したものである。
【００４７】
　次に、マンモ読影は、左右の乳房の画像を対称に表示するもので、画像拡大処理、白黒
反転処理が対称表示の関係を維持して連動処理する。
【００４８】
　最後に、別モダリティ読影は、左側にX線CT画像、右側にMRI画像をマルチウィンドウ表
示するもので、マルチウィンドウのウィンドウ毎の画像のそれぞれが画像拡大処理などを
連動処理する。
【００４９】
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　以上説明した実施例3によれば、実施例1又は実施例2で説明した効果を奏することがで
きる。
【００５０】
　また、実施例3の特有の効果は、読影方法が異なっても一つのシンクライアントの操作
で複数のシンクライアントの操作が可能となる。
【符号の説明】
【００５１】
　11　第1のアプリケーションサーバ、21　第2のアプリケーションサーバ、12　第1のシ
ンクライアントサーバ、22　第2のシンクライアントサーバ、31　クライアント端末、41
　中間サーバ。

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図９】 【図１０】
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【図１３】 【図１４】
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